
紀の川市空家仲介手数料補助金交付要綱 

令和２年６月１日 

告示第７０号 

改正 令和３年４月１日 告示第６３号 

改正 令和８年３月１６日 告示第３４号 

（目的） 

第１条 この告示は、紀の川市にある空家の利活用による定住促進及び地域の活性化を

図るため、空家バンクに登録された空家の売買又は賃貸借契約に要する仲介手数料に

対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１） 移住 直近１年の間に本市の住民基本台帳に登録されていない者が、本市に

転入（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条第１項に規定する転入

をいう。以下同じ。）をし、生活の拠点を移すことをいう。 

（２） 空家バンク 紀の川市空家バンク実施要綱（令和６年紀の川市告示第３７号）

第２条第３号に規定する本市が運営する空家バンクをいう。 

（３） 空家 市内に存する住居（附属する家屋、工作物及びこれらの敷地を含む。）

であって使用がなされてないことが常態であるものをいう。 

（４） 移住者 転入により第５条の規定による交付の申請日以前２年の間に本市の

住民基本台帳に登録された者で、転入前１年間に本市の住民基本台帳に登録されて

いないものをいう。 

（５） 所有者等 空家に係る所有権その他の権利により、当該空家を売却し、又は

賃貸することができる権利を有する者をいう。 

（６） 仲介手数料 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第４６条第１

項に規定する宅地建物取引業者が受けることができる報酬をいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、本市（空家バンク運営委託先事業者を含む。）の立会

により、空家バンクに登録されている空家の内見を経て売買又は賃貸借契約に至った

当該空家について、仲介手数料を支払った者であって、次の各号のいずれかに該当す

るものとする。ただし、３親等内の親族と売買又は賃貸借契約を締結した者は除く。 

（１） 紀の川市空家バンク利用希望者台帳に登録している移住者又は１年以内に移

住を予定している者であって、当該空家に５年以上定住する意思があるもの 

（２） 当該空家を空家バンクに登録していた所有者等 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の



対象外とする。 

（１） 本人又は同一世帯の者のうち、いずれかが市税その他市に対する債務を滞納

している場合 

（２） 本人又は同一世帯の者のうち、いずれかが暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員と

密接な関係を有する場合 

（３） その他補助金の交付が適当でないと市長が認める場合 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、宅地建物取引業者に支払った仲介手数料（１，０００円未満の

端数が生じた場合は、これを切り捨てた額）とし、５万円を上限とする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、紀の川市空

家仲介手数料補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

（１） 空家物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し 

（２） 宅地建物取引業者に支払った仲介手数料の領収書の写し 

（３） 売買契約の場合にあっては建物登記簿の全部事項証明書の写し 

（４） 誓約書（様式第２号） 

（５） 住民票の写し 

（６） 紀の川市税の滞納がないことを証する書類 

（７） その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の交付申請ができる期間は、補助金の対象となる仲介手数料の支払をした日の

属する年度の３月３１日までとする。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、申請者から前条第１項の申請書を受理した場合は、書類の審査及び必

要な調査を行い、紀の川市空家仲介手数料補助金交付（不交付）決定通知書（様式第

３号。以下単に「通知書」という。）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等

により当該年度における補助金の交付ができない場合は、速やかに通知書によりその

旨を申請者に通知する。 

（交付の請求） 

第７条 前条第１項に定める交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

３０日以内に紀の川市空家仲介手数料補助金交付請求書（様式第４号）を市長に提出

するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第８条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決



定を取り消すことができる。 

（１） 第３条第１項第１号の規定により補助金の交付の決定を受けた移住者が、補

助金の交付申請後５年以内に本市から転出したとき。 

（２） 第３条第１項第１号の規定により補助金の交付の決定を受けた１年以内に移

住を予定していた者が、１年以内に移住しなかったとき、又は移住後５年以内に本

市から転出したとき。 

（３） 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（４） その他市長が不適当と認めたとき。 

（補助金の返還） 

第９条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に

補助金を交付しているときは、紀の川市空家仲介手数料補助金返還命令書（様式第５

号）により、補助金の返還を命ずるものとする。ただし、災害、病気等のやむを得な

い事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和３年４月１日告示第６３号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和８年３月１６日告示第３４号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正後の紀の川市空家仲介手数料補助金交付要綱の規定は、この告

示の施行の日以後に申請のあった補助金の交付について適用し、同日前に申請のあっ

た補助金の交付については、なお従前の例による。 


